
税関における認定手続きの流れ 

 輸入差止申立ての受理 

疑義貨物発見 

認定手続開始 

貨物点検 

証拠の提出・意見の陳述 

弁明の機会 

権利者及び輸入者に対して、認定手続を執る旨

及びそれぞれの相手方の名称・住所などを通知

権利者に対する担保提供命令 

担保を提供した場合 担保を提供しなかった場合

商標権、著作権、

育成者権等 

特許権、実用新案権

意匠権 

意見を聴くことの求め 

権利者が税関に対し、特許庁への意見照会を要請 

（認定手続開始日から 20 執務日以内） 

 

税関長が特許庁へ意見照会 

 

特許庁が税関に回答 

認定（該当又は非該当） 

輸入禁止又は輸入許可 

認定手続取りやめの求め 

認定手続が終了しない場合（認定手続開始日から 20

執務日経過後。ただし、特許庁への意見照会があっ

た場合は、特許庁の回答後 10 日経過後） 

 

輸入者は、担保の提供を条件に、認定手続の取りや

めを請求 

 

担保提供後、認定手続のとりやめ 

 

輸入許可 

認定手続の取りやめ 

→ 輸入許可 

認定手続中に疑義貨物の廃棄、

滅却等により、輸入されないこ

ととなれば、認定手続取りやめ 

参考資料２ 


